
 

新旧対照表 
○考査基準 

新 旧 

４ 「単純調査業務」について 

                                   

              高度な技術力をそれほど必要としない単純な

データ処理業務や資料収集・整理業務等について、「単純調査業務」と定義

する。なお、「単純調査業務」の対象業務については、以下に示す例を参考

とされたい。 

 

・「単純調査業務」の例 

 

４ 「単純調査業務」について 

「設計業務等共通仕様書（案）」第1204 条及び第1205 条に規定する「調

査業務及び計画業務」のうち、高度な技術力をそれほど必要としない単純な

データ処理業務や資料収集・整理業務等について、「単純調査業務」と定義

する。なお、「単純調査業務」の対象業務については、以下に示す例を参考

とされたい。 

 

・「単純調査業務」の例 

 



新 旧 

５ 適用する採点表について 

(1) 業務種類別の適用採点表 

ア 測量業務 採点表 

評定要領第２第１項第２号、第３号に規定する業務（用地測量及び公共

嘱託登記）に適用する。 

イ 地質調査業務 採点表 

評定要領第２第１項第１号に規定する業務（単純調査業務を除く）に適

用する。 

ウ 単純調査業務 採点表 

評定要領第２第１項第４号に規定する業務、第１号、第３号及び第５号

に規定する業務のうち単純調査業務に適用する。 

エ 設計業務「調査・計画業務」採点表 

評定要領第２第１項第５号に規定する業務（単純調査業務を除く）に適

用する。 

オ 設計業務「概略・予備設計」採点表 

評定要領第２第１項第６号に規定する業務（概略設計及び予備設計）に

適用する。 

カ 設計業務「詳細設計」採点表 

評定要領第２第１項第６号に規定する業務（詳細設計）に適用する。 

キ 評定要領第２第１項第７号に規定する業務の採点表は、担当係長（監督

員）が決定する。 

 

(2) 対象業務が複数の業務にまたがる場合の取扱い 

対象業務が、上記(1)ア～キのうちの複数の業務にまたがる場合において

は、業務の目的、金額を勘案し、原則として主たる業務の採点表を適用する。 

 

(3) 採点表の選定について 

対象業務が複数にまたがる場合の取扱いや単純調査業務の選定は、担当係

長（監督員）が決定する。 

 

５ 適用する採点表について 

(1) 業務種類別の適用採点表 

ア 測量業務 採点表 

評定要領第２第１項第２号、第３号に規定する業務（単純調査業務を除

く）に適用する。 

イ 地質調査業務 採点表 

評定要領第２第１項第１号に規定する業務（単純調査業務を除く）に適

用する。 

ウ 単純調査業務 採点表 

評定要領第２第１項第１号、第２号、第３号及び第４号に規定する業務

並びに第５号に規定する業務のうち単純調査業務に適用する。 

エ 設計業務「調査・計画業務」採点表 

評定要領第２第１項第５号に規定する業務（単純調査業務を除く）に適

用する。 

オ 設計業務「概略・予備設計」採点表 

評定要領第２第１項第６号に規定する業務（概略設計及び予備設計）に

適用する。 

カ 設計業務「詳細設計」採点表 

評定要領第２第１項第６号に規定する業務（詳細設計）に適用する。 

キ 評定要領第２第１項第７号に規定する業務の採点表は、担当係長（監督

員）が決定する。 

 

(2) 対象業務が複数の業務にまたがる場合の取扱い 

対象業務が、上記(1)ア～キのうちの複数の業務にまたがる場合において

は、業務の目的、金額を勘案し、原則として主たる業務の採点表を適用する。 

 

(3) 採点表の選定について 

  対象業務が複数にまたがる場合の取扱いや単純調査業務の選定は、担当係

長（監督員）が決定する。 

 


